
【仕様書別紙１】

１　ハードウェア

No. 物品名 数量

1 ノートPC（windows11pro） 7 メーカー：HP
型番：EliteBook630 G10/CT Notebook PC
詳細は別紙２のとおり

2 Bluetooth対応ブルーLEDマウス 7 メーカー：HP
型番：MA-BBS308BK
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２　ソフトウェア

No. 物品名 数量
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購入物品一覧

ハードウェア及びソフトウェアの購入物品名及び数量は次のとおりとする。

詳細な仕様

備考



【仕様書別紙２】

No.1　ノートパソコンの仕様

項目 仕様条件等

型式 HP EliteBook 630 G10/CT Notebook PC

OS Windows 11 Pro

CPU CoreTM i5-1335U

メモリ 16GB（8GB×2)DDR4-3200

チップセット CPUに内蔵

SSD 256GB SSD

ディスプレイ 13.3インチワイド　FHD（1920×1080）

内蔵カメラ 720p HD Webカメラ

Wi-Fi Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax

USBポート USB Type-Cx1,USB Type-Ax2

Bluetooth Bluetooth　5.3

HDMI
HDMI(v2.1)
保証アップグレード　オンサイト翌日対応5年

その他

別紙３のとおり設置すること
山梨県行政ネットワーク接続設定を行うこと
ソフトウェア（Officeソフト・ウイルス対策ソフト）については、山梨県
の貸与するものを設定すること
DVD再生ソフト、CD/DVD作成ソフト、USB等接続デバイスごとの使用制限設
定ソフトを含むこと
付属ソフト（ドライバ及び上記ソフトを含む）はWindows 11に対応するこ
と

購入物品仕様一覧



ＴＥＬ  055-266-3881
ＦＡＸ  055-266-3882

エントランスホール

　　　次の黄色網掛け箇所に観光文化・スポーツ部考古博物館及び埋蔵文化財センターに設置すること。

（１）　パソコンの設置作業

購入物品の設置作業

【仕様書別紙３】

場 所 ： 甲 府 市 下 曽 根 町 ９ ２ ３ 考 古 博 物 館

山 梨 県 立考 古 博 物 館 職 員配 置 図 （ 建 物 1 階 ）
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ＦＡＸ
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ＴＥＬ  055-266-3016
ＦＡＸ  055-266-3882

埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー 配 置 図 （ 建 物 2 階 ）
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内７７

主任・

文化財主事

副主幹

・文化財主事

内６７
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【仕様書別紙４】

概略スケジュール

年度 令和５年度 令和６年度

月

契約 ●

調達（搬入）

設置・設定 ●

納入期限 ●

利用開始 ●

項目 備考等

契約

調達（搬入） 令和７年４月３０日（水）までに調達を行い、納入場所へ搬入すること。

設置・設定 契約日～令和７年４月３０日（水）の間に、購入物品の利用開始に必要となる設置・設定作業を行うこと。

納入期限 令和７年４月３０日（水）までに購入物品を利用可能な状態にすること。

利用開始 令和７年４月３０日（水）から利用開始

９月 １０月 １１月４月 ８月７月３月９月 ５月 ６月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月


